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2 議会だより

議　　会�

議　長�

與　儀　朝　　�

副　議　長�

田　場　健　儀�

委 員 長 �

副委員長 �

委   員 �

〃 �

〃 �

〃 �

〃 �

仲 村 光 徳 �

安 里 順 一 �
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玉 城 政 秀 �

松 島 良 光 �

委 員 長 �

副委員長 �

委   員 �

〃 �

〃 �

〃 �

〃 �

阿波根　　　弘�

稲 嶺 盛 仁 �

大 嶺 　 勇 �

喜友名　朝　眞�

新 城 幸 男 �

瑞慶覧 朝 義�

宮 里 友 常 �

委 員 長 �

副委員長 �

委   員 �

〃 �

〃 �

〃 �

〃 �

亀 谷 長 久 �

大　浜　ヤス子�

泉 　 朝 秀 �

洲 鎌 長 榮 �

照 屋 　 宏 �

照 屋 正 治 �

與那覇　美佐子�

こ
の
た
び
、
改
選
後
の
初
議
会
に
お
き
ま
し
て
、
不
肖
私
、
議

員
の
皆
様
の
ご
推
挙
に
よ
り
、
町
議
会
議
長
の
職
に
就
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
身
に
余
る
光
栄
で
あ
り
、
衷
心

か
ら
感
激
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

も
と
よ
り
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
決
意
を
新
た
に
し
、
地
方
自

治
の
進
展
は
も
と
よ
り
、
北
谷
町
の
振
興
発
展
と
町
民
福
祉
の
推

進
に
、
誠
心
誠
意
努
力
い
た
す
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。

今
、
地
方
の
時
代
に
地
方
行
政
が
担
う
役
割
は
幅
広
く
、
産
業
、

福
祉
、
文
化
、
教
育
な
ど
と
数
え
上
げ
れ
ば
枚
挙
に
い
と
ま
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
議
会
も
、
そ
の
果
た
す
役
割
と
責
任
を
自

覚
し
、
一
丸
と
な
っ
て
町
民
の
皆
様
の
付
託
に
応
え
、
北
谷
町
の

さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
最
善
の
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

町
民
の
皆
様
の
な
お
一
層
の
ご
指
導
、
ご

鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ

ま
し
て
ご
あ
い
さ
つ
と
致
し
ま
す
。

議
会
議
長
　
　

與
　
儀
　
朝
　



�
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、司法的手
めるに当た
られるあらた

提出がなさ

長は、町議
い。これが出

るか。�

墓地公園計
題もあり見直

　正規の手続きに基づいた埋立地に隣接して、許可なしに埋め立てられた土地。�
（通称宮城０番地のこと）図１のＡ�

　埋め立て以前は付近地域が風光明媚な砂辺の浜として、県下でも知られて
おり、隣接する砂辺馬場公園と海岸を取り巻く形で字砂辺の区域に編入する
ことが決定致しました。（図１のＡ）�

　現在宮城の区域となっている、馬場公園の町有地と町道宮城２号線の一部
についても、あらたに生じる土地と連帯性を確保するために、字砂辺の地域
に変更することが決定される。（図１のＢ）�

図1

砂辺馬場公園予定地�

あらたに生じた土地�
（25251.61平方メートル）�
�
あらたに砂辺区へ編入される�

Ｂ�A
砂辺馬場公園予定地�

宮城区宮城区から、砂辺区砂辺区へ�
変更変更される�
　（7600平方平方メートル）�

あらたに生じた土地�
（25251.61平方メートル）�
�
あらたに砂辺区へ編入される�

宮城区から、砂辺区へ�
変更される�
　（7600平方メートル）�
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　あらたに生じた土地が誰の
土地になるかについては、埋
め立て者と沖縄県との間で訴
訟が行なわれ平成10年４月８
日に最高裁判決によって、県
側が前面勝訴し、当該地が国
有地になる事が決定しており
ます。�
　現在複数の不法占拠者が
いる状況で、改善されないまま現在に至っており、国と県においては、司法的手
段も念頭にいれた解決を図って行くと聞いている。司法的解決を進めるに当た
っては、当該地を明確に表示する必要がある為、地方自治法に定められるあらた
に生じた土地の確認をおこなう必要がある。�

　国有地であるのに本町であらたに生じた土地ということで、議案提出がなさ
れるのか。�
�
　地方自治法によって、本町内にあらたな土地が生じた場合、町長は、町議
会の議決を経てその旨を確認し、県知事に届けなければならない。これが出
来るのはその土地がある本町しか議決はできない。�
�
　前に墓地公園計画があった。県と協議した経過はどうなっているか。�
�
　墓地公園計画はありましたが、周辺の開発状況を考えるとこの墓地公園計
画が、町民あるいは砂辺区民に、了解を得られるか等いろいろ問題もあり見直
しも含めて町の内部で検討をしているところである。�

　正規の手
（通称宮城

　埋め立て
おり、隣接
ことが決定

　現在宮城
についても
に変更する

問�

答�

問�

答�

図1

砂辺馬場公園予定地�

あらたに生じた土地�
（25251.61平方メートル）�
�
あらたに砂辺区へ編入される�

宮城区から、砂辺区へ�
変更される�
　（7600平方メートル）�

「あらたに生じた土地」の周辺



補　正　額：�１億5,691万1千円�
歳入歳出総額：�109億9,132万4千円�

補　正　額：�1億5,594万4千円�
歳入歳出総額：�10億763万8千円�

歳入：・国、県、補助金等の確定の増減に伴う補正�

　　　・平成13年度決算に伴う繰越金の補正が中心。�

歳出：・人事異動等に伴う人件費等の補正等�

　　　・一部事務組合の設立に伴うニライ消�

　　　　防庁舎建設負担金�

　　　・沖縄県介護保険広域連合事業費�

　　　・浜川小学校防球ネット設置事業�

　　　・平成13年度繰越金の確定に伴う�

　　　　財政調整基金積立金等の補正計上。�

居宅サービス介護給付費が1億1,900
万円余りとなっている。件数でどの程
度増えているのか。�

訪問介護は当初予算で約8,800件から
2万1,336件。デイサービスは、6,000
件から約1万3,000件。通所リハビリは、
約8,000件から約1万6,600件。福祉用
具の貸付は8,678件から約3万2,400件
の見込み。�

問�

答�

浜川小学校防球ネット�
設置事業費�

1,252万3千円�

沖縄県介護保険広域連合�
負担金�

1,570万8千円�

嘉手納町・読谷村・�
北谷町・消防一部事務組合�
特別負担金� 1,445万円�

,343円�

2千円�

,879円�
,464円�

歳入：第１号被保険者保険料滞納繰越分保
険給付費見込額の増に伴う国庫負担
金支払基金交付金�

　　　県支出金及び一般会計繰入金の増額�
歳出：保険給付費の大幅な増に伴う増額計上�

補　正　額：� 7,998万1千円�
歳入歳出総額：�23億5,486万6千円�

歳入：平成13年度決算額の確定に伴う繰越
金の増。�

歳出：人事異動に伴う人件費の増、老人保
健拠出金の増、基金積立金の増、国
庫負担金等の精算に伴う償還金の増。�

補　正　額：�1,200万3千円を減額�
歳入歳出総額：�5億7,902万2千円�

キャンプ桑江の生産水のメーターの一
部見直しとは。�

消毒のため２重に水が循環されており、
減額補正、数値のカウント補正をする必
要が４月からあった。�

問�

答�

による増�

79万円�

6%の増、

原案可決�

主な内容�

主な内容�
主な内容�
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補　正　額
歳入歳出総額

歳入：・国

　　　・平

歳出：・人

　　　・一

　　　　防

　　　・沖

　　　・浜

　　　・平

　　　　財

居宅サー
万円余り
度増えて

訪問介護
2万1,336
件から約
約8,000件
具の貸付
の見込み

問�

答�

歳 入 総 額：�141億2,101万5,343円�

歳　入：�

翌年度に繰り越すべき財源は5,142万2千円�

39億785万233円の増�

歳 出 総 額：�138億3,980万2,879円�
歳入歳出差引残額：� 2億8,121万2,464円�

歳入：第１号被
険給付費
金支払基

　　　県支出金
歳出：保険給付

・公立学校施設整備補助金の増�
・生涯学習支援センター建設事業補助金の翌年度への繰越事業による増�
・沖縄産業振興施設整備費補助金の事業繰越による増�

歳　出：�42億5,697万2,583円の増�

実質収支：� 2億2,979万円�

扶助費10.1%の増、公債費10.1％の増、普通建設事業費144.6%の増、
積立金21.1%の増、物件費8.4%の増、繰越金20.6%の増�

　平成13年度、北谷町一般会計及び四特別会計、水道事業会計は
10月2日に本会議に提出され、所管の常任委員会に付託されました。�
　各委員会での審査の後10月11日に各委員長による審査の経過と
結果の報告があり、採決の結果、全会計とも認定されました。�

前年度決算との比較�

主な内容�

主な内容�

7 議会だより



　
処
分
費
ま
で
町
が
負

担
し
て
い
く
と
相
当
の

持
ち
出
し
に
な
ら
な
い
か
。�

�

　
処
分
費
に
つ
い
て
、

撤
去
費
用
は
一
台
あ
た

り
一
万
三
千
円
と
見
て
、

そ
の
内
の
国
八
割
、
県

一
割
、
町
一
割
で
町
の

負
担
は
一
千
三
百
円
に

な
る
。�

�

　
規
定
で
定
め
る
二
週

間
は
長
く
な
い
か
。
第

七
条
、
最
終
的
に
町
長
は
、

ど
こ
で
具
体
的
に
判
断

す
る
の
か
。�

�

　
民
法
第
九
七
条
の
二

の
公
示
に
よ
る
意
志
表

示
の
規
定
を
参
考
に
し

二
週
間
に
わ
た
り
、
広
報
、

掲
示
板
等
に
掲
載
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

第
七
条
に
つ
い
て
は
、

廃
棄
物
に
該
当
す
る
か

認
定
基
準
表
に
照
ら
し

総
合
的
に
判
断
す
る
。�

　
米
兵
の
放
置
車
両
の

場
合
ど
う
す
る
の
か
。

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
や

車
体
番
号
が
消
さ
れ
て

い
る
場
合
は
。
規
約
十

一
条
の
六
十
日
間
の
期

理者等へ連絡�
態等により判断�
責務）を果しているか）�

り扱うことが出来るのか�
、車両番号�

他参考となるもの）�

�
放置自動車の性状、
況等を総合的に勘
物と認定すること

の規定により廃棄
ときは、規則で定
いて公示しなけれ

判明したときは、
ことができる。�
ないときの当該所
行うものとする。�

（放置自動車の撤去・処分）�

第12条　町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、自ら、放

置自動車を撤去し処分することができる。この場合において、第２号に該当

すると認められるときは、規則で定める事項について公示しなければならない。�

（１）前条第１項の規定による命令をした後、規則で定める期間を経過してもな

お撤去されない場合�

（２）前条第１項の規定による命令をしようとする場合において、放置自動車の

所有者等が確認できない場合�

※道路交通法との処理手続き関係につい�
　ては、道路管理者、警察で調整が必要�

の７の�
処 分 �

に基づく公告�

所 有 者 の 確 認 �

撤 去 し 処 分 �

条例に基づく
撤 去 命 令 �

条例に基づき
公 告 �

所有者による
撤 去 �

命令、公告後
6 0 日 経 過 �

廃棄物として該当しない場合�

確認できた場合� 確認できない場合�

以下「条例」での�
対応�

この条例は11月1日から施行されます。�この条例は11月1日から施行されます。�

　
北
谷
町
の
自
然
環
境
及
び
町
民
の
安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
の
維
持
を
図
る

た
め
、
放
置
車
両
を
適
正
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
と
共
に
、
発
生
を
未
然
に
防

止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
北
谷
町
放
置
自
動
車
の
発
生
及
び
適
正
な
処
理

に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。�

原
案
可
決�

〈
提
案
理
由
〉�
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放 置 自 動 車 �

・普通乗用車は、陸運
事務所に照会�
・軽自動車は、軽自動車
検査協会に照会�

① 警察への照会�
　　（１）事故車、犯罪捜査等�
② 警察と協力し所有者への指導�
③ ②により撤去しない場は、
告発も含め検討�

掲
示
板
等
に
掲
載
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

第
七
条
に
つ
い
て
は
、

廃
棄
物
に
該
当
す
る
か

認
定
基
準
表
に
照
ら
し

総
合
的
に
判
断
す
る
。�

　
米
兵
の
放
置
車
両
の

場
合
ど
う
す
る
の
か
。

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
や

車
体
番
号
が
消
さ
れ
て

い
る
場
合
は
。
規
約
十

一
条
の
六
十
日
間
の
期

間
は
長
く
な
い
か
。�

�

　
米
軍
人
の
車
両
の
場

合
四
軍
を
統
括
し
て
い

る
部
署
が
あ
り
、
そ
こ

に
連
絡
す
る
と
完
全
に

所
有
者
を
捜
す
。
所
有

者
が
見
つ
か
ら
ず
、
直

ち
に
撤
去
で
き
な
い
場

合
は
、
そ
の
部
署
が
確

実
に
撤
去
を
し
ま
す
。

道
路
法
の
場
合
六
ヶ
月

で
あ
る
が
、
町
が
六
十
日

と
し
た
の
は
、
補
助
金
の

関
係
も
あ
る
が
、
六
十
日

を
待
た
な
い
で
撤
去
す
る

方
法
を
検
討
し
て
い
る
。�

①環境衛生課で対応�
②国、県の管理地は、各管理者等へ連絡�
③民有地は、土地の管理状態等により判断�
　（第４条（土地所有者等の責務）を果しているか）�

調査事項�
 第9条：人の財産をどこまで取り扱うことが出来るのか�
①車の色、メーカー、車種、車両番号�
②現場の状況　　　　�
③警告書の貼付�
④車内の状況（伝票、その他参考となるもの）�

（廃棄物の認定）�
第７条　町長は、放置自動車の性状、
放置された状況等を総合的に勘
案して、廃棄物と認定すること
ができる。�

２　町長は、前項の規定により廃棄
物と認定したときは、規則で定
める事項について公示しなけれ
ばならない。�

（撤去勧告及び命令）�
第８条　町長は、条例第10条の規定による調査の結果、当該自動車等が放置自動車であると判明したときは、

当該放置自動車に警告書（第６号様式）を貼り付け、期限を定めて撤去するよう勧告することができる。�
２　前項の規定による勧告を受けた当該放置自動車の所有者等が、当該放置自動車を撤去しないときの当該所

有者等に対する条例第11条の規定による撤去命令は、撤去命令書（第７号様式）により行うものとする。�

（放置自動車の撤

第12条　町長は、

置自動車を撤

すると認められ

（１）前条第１項の

お撤去されな

（２）前条第１項の

所有者等が確認

該当�

所有者が確認できない場合�

撤去しない場合�

所有者が確認できた場合�

廃棄物認定�

所 有 者 の 確 認 �

条例に基づく公告�

状 況 調 査 �

所 有 者 に �
よ る 撤 去 �

廃棄物処理法第 1 9 条の７の�
規 定 に 基 づ き 処 分 �

廃棄物処理法第19条の４に基づく措置命令�

廃棄物処理法第19条の７の規定に基づく公告�

廃棄物

廃棄物として該当する場合�

確

（
罰
則
）�

　
第
十
一
条
第
一
項

の
規
程
に
よ
る
命
令

に
違
反
し
た
者
は
、

五
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。�

条
例
第
十
五
条�

この条例は11月1日から施行されます。�
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（可決）�
主な内容：�
契約相手：�
�
契約金額：�

電子図書システム機器一式を取得する�
日本ビクター株式会社�
　九州システム支店沖縄営業所�
 919万8千円�

（可決）�
主な内容：�
契約相手：�
契約金額：�

一般開架部分家具工事�
有限会社　栄考社�
 6,384万円�

　農林漁業団体職員共済組合法が平成14年４月１日より廃止されたこと及び、犯罪被害

者等給付金支給法が平成13年７月１日から犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に

改められたことに伴う北谷町手数料条例の一部改正であります。�

　委員は学校教育及び社会教
育の関係者並びに学識経験のある者の
中から教育委員会が委嘱する。�

　委員は学校教育及び社会教

育の関係者家庭教育の向上に資する活

動を行う者並びに学識経験のある者の

中から教育委員会が委嘱する。�
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この広間に開架家具が設置されます



問
　
県
道
二
十
四
号
線
の
バ

イ
パ
ス
ル
ー
ト
の
予
算
、
事

業
採
択
、
設
計
、
説
明
会
、

年
度
に
つ
い
て
又
、
謝
苅
一

号
線
ル
ー
ト
と
今
後
の
事
業

計
画
に
つ
い
て
伺
う
。

答
　
バ
イ
パ
ス
ル
ー
ト
は
、

桑
江
か
ら
、
吉
原
向
け
一
㎞

を
予
定
。
事
業
費
一
一
八
億

円
。
期
間
は
平
成
二
十
一
年

度
ま
で
。
国
庫
補
助
要
請
。

平
成
一
五
年
度
か
ら
一
六
年

度
に
か
け
て
現
地
測
量
の
予

定
。
謝
苅
一
号
線
の
計
画
案

に
よ
る
、
未
整
備
部
分
に
つ

い
て
は
、
建
物
の
移
転
、
擁

壁
等
の
構
造
物
が
必
要
と
な

り
多
大
な
経
費
が
見
込
ま
れ

る
。
地
形
的
問
題
や
交
通
動

線
及
び
財
政
状
況
も
勘
案
し

な
が
ら
、
今
後
ル
ー
ト
を
含

め
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

問
　
北
玉
小
学
校
校
区
の
児

童
館
建
設
年
度
と
事
業
進
捗

状
況
は
。

答
　
現
在
基
本
設
計
を
発
注

し
国
税
と
の
、
事
前
協
議
に

向
け
準
備
を
進
め
て
い
る
。

平
成
一
六
年
度
か
ら
建
設
の

計
画
。

問
　
児
童
買
春
防
止
策
。
学

校
完
全
週
五
日
制
に
伴
う
家

庭
・
地
域
の
受
け
入
れ
対
策

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答
　
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、

校
長
会
等
で
対
応
策
を
話
し

合
い
児
童
生
徒
へ
指
導
の
徹

底
を
図
る
よ
う
に
注
意
を
喚

起
し
、
職
員
に
対
し
人
権
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
等
を
参
考
に
研

修
を
深
め
、
教
育
者
と
し
て

の
使
命
感
の
高
揚
に
務
め
る
。

ま
た
、
学
校
で
は
授
業
参
観

時
に
父
母
に
対
す
る
説
明
会

の
開
催
、
中
学
生
に
は
、
毎

年
思
春
期
の
講
座
に
取
組
ん

で
い
る
。
週
五
日
制
に
つ
い

て
は
、
自
治
会
や
ス
ポ
ー
ツ

少
年
団
、
子
ど
も
会
育
成
連

絡
協
議
会
宿
泊
研
修
、
町
内

探
索
、
レ
ク
、
ス
ポ
ー
ツ
大

会
な
ど
行
っ
て
い
る
。
家
庭

教
育
に
つ
い
て
は
ま
だ
調
査

把
握
し
て
い
な
い
。

問
　
キ
ャ
ン
プ
桑
江
跡
地
対

策
協
が
首
相
官
邸
で
開
か
れ

て
い
る
が
協
議
項
目
は
。
又
、

取
り
組
み
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
項
目
は
何
か
。

答
　
協
議
項
目
は
、
①
跡
地

協
議
会
の
設
置
、
②
政
府
、

県
及
び
跡
地
関
係
市
町
村
の

取
組
体
制
に
つ
い
て
、
③
駐

留
軍
用
跡
地
利
用
の
促
進
に

関
す
る
取
組
に
つ
い
て
協
議

さ
れ
た
。
課
題
は
、
国
道
五

十
八
号
と
の
高
低
差
の
処
理
、

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
処
理
、

不
発
弾
の
処
理
。
土
壌
汚
染

等
の
環
境
浄
化
、
原
状
回
復

措
置
等
が
今
後
の
区
画
整
理

事
業
を
円
滑
に
推
進
し
て
い

く
た
め
に
重
要
な
要
素
。
当

該
地
域
返
還
に
向
け
協
議
を

進
め
て
い
る
。

11 議会だより

泉　朝秀 議員

１
　
県
道
二
十
四
号
線
の
バ
イ
パ
ス
ル
ー
ト
に
つ
い
て

２
　
北
玉
小
学
校
校
区
の
児
童
館
建
設
に
つ
い
て

３
　
教
育
行
政
に
つ
い
て

４
　
キ
ャ
ン
プ
桑
江
跡
地
対
策
に
つ
い
て

答

問

謝苅一号線

問

問

問

答

答

答



問
　
施
設
局
が
買
い
上
げ
し

た
土
地
を
地
域
住
民
に
還
元

し
有
効
な
土
地
利
用
に
つ
い

て
、
施
設
局
に
働
き
か
け
た

こ
と
が
あ
る
か
。

答
　
有
効
利
用
に
つ
い
て
意

見
交
換
が
さ
れ
た
。
地
域
住

民
や
町
民
が
希
望
す
る
土
地

利
用
計
画
を
提
案
で
き
る
よ

う
努
力
し
て
い
く
。

問
　
①
廃
棄
物
減
量
審
議
委

員
会
及
び
ク
リ
ー
ン
指
導
委

員
設
置
は
ど
う
な
っ
て
い
る

か
。
②
分
別
収
集
の
徹
底
と

ゴ
ミ
袋
の
指
定
。
③
ゴ
ミ
の

減
量
化
の
対
応
策
は
。

答
　
①
廃
棄
物
減
量
審
議
委

員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
今

月
で
人
選
と
委
嘱
状
交
付
を

予
定
。
ク
リ
ー
ン
指
導
員
も

要
綱
の
公
表
を
終
え
各
自
治

会
に
人
選
依
頼
。
②
現
在
四

分
別
収
集
。
透
明
、
半
透
明

の
ゴ
ミ
袋
を
指
定
。
③
廃
棄

物
減
量
審
議
委
員
会
の
審
議

を
踏
ま
え
、
ゴ
ミ
の
減
量
及

び
有
料
化
に
つ
い
て
検
討
を

深
め
て
い
く
。

問
　
①
学
校
週
５
日
制
が
ス

タ
ー
ト
し
て
、
学
力
低
下
が

12 議会だより

大浜ヤス子 議員

１　砂辺区内の防衛施設局管理土地の有効活用について
２　環境問題について
３　教育行政について
４　学校施設の安全管理について

問
　
桑
江
中
央
線
か
ら
役
場

へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
の
進
捗

状
況
は
。

答
　
用
地
の
取
得
に
先
駆
け

て
、
工
事
を
実
施
す
る
た
め

に
地
権
者
か
ら
土
地
の
使
用

承
諾
を
得
て
整
備
を
進
め
た

い
。
ま
た
、
米
軍
施
設
の
土

地
の
使
用
許
可
を
得
る
必
要

が
あ
り
、
調
整
を
重
ね
た
結

果
、
米
軍
施
設
の
一
時
使
用

許
可
に
関
す
る
申
請
書
を
去

っ
た
六
月
に
那
覇
防
衛
施
設

局
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
現
在
、
那
覇
防
衛
施
設

局
に
お
い
て
こ
の
申
請
書
類

に
つ
い
て
確
認
審
査
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
と
聞
い
て
い

る
。

問
　
残
業
手
当
に
つ
い
て
。

平
成
十
三
年
度
の
支
給
総
額

（
一
般
行
政
職
の
み
）
は
い
く

ら
か
。
平
成
十
二
年
度
の
年

間
支
給
最
高
額
は
一
人
い
く

ら
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
具

体
的
な
縮
減
策
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

答
　
平
成
十
三
年
度
の
支
給

総
額
は
、
平
成
十
三
年
度
地

方
財
政
状
況
調
査
に
お
い
て
、

時
間
外
勤
務
手
当
と
休
日
勤

務
手
当
の
合
計
で
九
千
二
三

十
万
五
千
円
。
年
間
支
給
最

高
額
は
、
二
八
八
万
五
千
四

五
十
円
。
通
常
業
務
に
加
え

て
新
規
事
業
へ
の
取
組
等
、

電
算
シ
ス
テ
ム
等
の
変
更
等

に
伴
う
業
務
に
よ
る
も
の
が

主
な
理
由
。
縮
減
に
つ
い
て

の
具
体
策
は
、
全
庁
一
斉
の

退
庁
日
と
し
て
の
ノ
ー
残
業

デ
ー
の
設
定
を
し
、
そ
の
徹

底
を
図
っ
て
い
く
。
時
間
外

の
会
議
等
の
原
則
禁
止
、
事

務
の
平
準
化
を
図
り
、
係
間

の
事
務
配
分
の
見
直
し
を
行

う
。
各
課
に
お
い
て
全
職
員

が
参
加
の
下
に
問
題
点
等
を

集
約
、
最
終
的
に
実
効
性
の

あ
る
縮
減
対
策
を
立
て
縮
減

を
図
っ
て
い
き
た
い
。

問
　
住
居
表
示
に
つ
い
て
、
北

谷
町
は
そ
の
計
画
は
あ
る
か
。

答
　
同
制
度
に
つ
い
て
は
特

に
国
庫
補
助
の
メ
ニ
ュ
ー
が

な
く
、
今
後
調
査
研
究
を
行

い
慎
重
に
対
応
し
た
い
。

問
　
普
天
間
基
地
の
カ
デ
ナ

統
合
案
に
つ
い
て
、
町
長
を

先
頭
に
反
対
運
動
を
盛
り
上

げ
る
必
要
が
あ
る
。
町
長
の

ご
所
見
を
伺
い
た
い
。

答
　
一
部
た
り
と
も
こ
れ
以

上
の
基
地
機
能
の
強
化
に
つ

な
が
る
施
設
移
設
は
許
さ
れ

ず
、
北
谷
町
は
計
画
的
な
基

地
の
整
理
縮
小
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
し
て
お
り
、
反

対
す
る
と
の
明
確
な
意
思
表
示

を
表
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

大嶺　勇 議員

１
　
桑
江
中
央
線
か
ら
役
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
に
つ
い
て

２
　
残
業
手
当
に
つ
い
て

３
　
住
居
表
示
に
つ
い
て

４
　
普
天
間
基
地
の
カ
デ
ナ
統
合
案
に
つ
い
て

問答問問 答

この延長に庁舎へのアクセス道路を早急に！

問問

問問

答

答

答

答



問
　
お
年
寄
り
の
医
療
費
が

大
幅
値
上
げ
に
な
っ
た
。
被

保
険
者
の
負
担
増
は
ど
れ
だ

け
に
な
る
か
。
個
別
の
減
免

制
度
は
緊
急
の
課
題
と
思
う

が
。

答
　
改
正
後
の
患
者
負
担
限

度
額
は
、
二
割
負
担
の
外
来

の
場
合
は
四
万
二
百
円
。
一

割
負
担
は
一
般
が
一
万
二
千

円
、
低
所
得
者
は
八
千
円
。

減
免
制
度
は
考
え
て
い
な
い
。

当
面
保
険
税
条
例
の
減
免
規

定
で
対
処
す
る
。

問
　
保
険
証
は
無
条
件
に
交

付
し
、
短
期
保
険
証
や
資
格

証
明
書
は
発
行
す
べ
き
で
は

な
い
と
思
う
が
。

答
　
保
険
証
の
無
条
件
交
付

は
他
の
納
税
者
と
の
公
平
な

観
点
か
ら
適
当
で
な
い
。
資

格
証
明
書
は
発
行
し
て
い
な

い
短
期
保
険
証
で
対
応
。

問
　
医
療
費
の
償
還
払
い
方

式
は
、
受
診
抑
制
に
も
つ
な

が
る
。
自
己
負
担
限
度
額
は

窓
口
で
免
除
す
る
よ
う
に
改

善
す
べ
き
と
思
う
が
。

答
　
償
還
払
い
に
つ
い
て
は
、

国
の
動
向
を
見
守
り
た
い
。

入
院
は
自
己
負
担
限
度
額
を

窓
口
で
支
払
う
。
外
来
は
一

割
負
担
を
し
て
限
度
額
を
超

え
る
分
は
償
還
払
い
と
な
る
。

問
　
三
十
人
学
級
編
成
に
よ

り
教
育
効
果
は
改
善
さ
れ
る

か
。
適
正
規
模
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
。

答
　
児
童
生
徒
に
個
々
に
目

が
行
き
届
き
教
育
効
果
が
上

が
る
と
考
え
る
。
町
独
自
で

対
応
す
る
の
は
厳
し
い
。
学

校
基
準
の
弾
力
化
で
対
応
し

て
い
く
。

問
　
本
町
で
三
十
人
以
下
の

学
級
編
成
を
実
施
す
る
と
教

職
員
の
雇
用
は
ど
れ
だ
け
増

加
す
る
見
込
み
か
。
費
用
負

担
の
内
訳
は
。

答
　
二
十
八
名
の
教
員
増
。

一
名
八
〇
〇
万
円
。
全
体
で

二
億
二
千
四
百
万
円
程
度
の

経
費
が
見
込
ま
れ
る
。

問
　
実
施
に
向
け
何
が
ネ
ッ

ク
に
な
る
か
。

答
　
職
員
の
増
加
は
町
独
自

の
負
担
と
な
り
、
昨
今
の
財

政
状
況
で

は
厳
し
い
。

問
　
ナ
ポ

リ
線
の
接

続
道
路
は

必
要
と
の

地
元
の
要

望
に
応
え

て
い
た
だ

き
た
い
。

答
　
ナ
ポ
リ
線
と
玉
上
宇
地
原
線

は
高
低
差
が
大
き
く
難
し
い
状

況
。
接
続
ル
ー
ト
を
調
査
検
討
中
。

問
　
沖
縄
銀
行
謝
苅
支
店
前

交
差
点
は
、
危
険
な
状
態
に

あ
る
。
信
号
機
の
設
置
が
必

要
と
思
う
が
。

答
　
設
置
場
所
、
種
別
、
道

路
標
示
灯
、
技
術
的
な
面
、

ス
ペ
ー
ス
も
含
め
可
能
か
ど

う
か
関
係
機
関
と
調
整
を
行

っ
て
い
く
。
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懸
念
さ
れ
て
い
る
が
教
育
委

員
会
の
対
策
は
。
②
総
合
的

学
習
へ
の
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
位
置
づ
け
は
。
③
恒
久

的
砂
塵
対
策
と
は
。
④
児
童

買
春
禁
止
法
違
反
に
つ
い
て

の
町
長
の
考
え
は
。

答
　
①
朝
の
読
書
、
検
定
テ

ス
ト
、
家
庭
学
習
、
が
ん
ば

り
ノ
ー
ト
等
を
活
用
し
、
基

礎
基
本
を
確
実
に
つ
け
る
た

め
に
努
め
て
い
る
。
②
人
々

の
学
習
要
求
は
、
多
様
化
、

高
度
化
し
て
い
る
。
そ
う
し

た
人
々
の
学
習
を
援
助
し
、

お
の
ず
か
ら
成
長
し
て
い
く

の
が
学
習
ボ
ラ
ン
ィ
ア
と
位

置
づ
け
さ
れ
て
い
る
。
③
運

動
場
の
両
サ
イ
ド
に
水
道
配

管
を
付
設
し
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー
の
設
置
に

向
け
努
力
す
る
。
④

一
部
の
大
人
の
心
な

い
行
為
に
よ
っ
て
子

供
の
人
権
、
及
び
人

間
と
し
て
の
尊
厳
さ

え
否
定
す
る
行
い
に

対
し
て
は
大
き
な
憤

り
を
禁
じ
え
な
い
。

そ
れ
を
防
止
で
き
な

か
っ
た
大
人
の
責
任

も
重
い
と
考
え
る
。

問
　
①
体
育
館
照
明
の
取
り

替
え
が
遅
れ
た
理
由
と
現
場

の
状
況
確
認
は
。
②
社
会
教

育
団
体
の
位
置
付
け
と
事
故

の
責
任
は
。
③
関
係
団
体
へ

の
連
絡
は
。

答
　
①
学
校
側
か
ら
、
中
体

連
が
終
わ
り
次
第
修
繕
に
取

り
か
か
っ
て
欲
し
い
と
の
相

談
が
あ
っ
た
。
②
町
民
が
ス

ポ
ー
ツ
や
健
康
づ
く
り
を
楽

し
み
融
和
を
図
る
役
割
を
し

て
い
る
と
考
え
る
。
施
設
管

理
の
不
充
分
さ
か
ら
事
故
が

発
生
す
る
と
施
設
管
理
の
責

任
も
問
わ
れ
る
。
③
今
後
、

連
携
を
密
に
し
て
迷
惑
を
か

け
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

照屋　宏 議員

１
　
お
年
寄
り
の
医
療
保
障
の
後
退
に
ど
う
対
応
す
る
か

２
　
三
十
人
以
下
の
学
級
編
成
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
か

３
　
ナ
ポ
リ
線
か
ら
玉
上
宇
地
原
線
へ
の
接
続
道
路
の
計
画

は
さ
れ
て
い
る
か

４
　
信
号
機
の
設
置
に
つ
い
て

問答

問答

答

砂辺の国有地を地域に開放して下さい。

問

答

答答

答答

答答

問問

問問

問

問

高架橋の基礎工事中のナポリ線
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問
　
就
学
前
児
童
ま
で
医
療

費
の
無
料
化
を
拡
大
す
る
考

え
は
な
い
か
。
実
施
す
る
に

は
ど
の
程
度
の
経
費
か
。

答
　
就
学
前
ま
で
拡
大
す
る

と
七
千
六
０
０
万
円
の
経
費

負
担
と
な
り
厳
し
い
。

問
　
四
歳
未
満
児
ま
で
の
医

療
費
無
料
化
を
実
現
す
る
た

め
に
は
、
ど
の
程
度
の
経
費

が
見
込
ま
れ
る
か
。

答
　
無
料
化
に
は
、
一
千
三

０
０
万
円
の
財
源
が
必
要
。
三

歳
未
満
児
の
二
分
の
一
が
県
費

補
助
金
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

県
費
補
助
金
が
拡
大
さ
れ
な

い
現
時
点
で
は
厳
し
い
。

問
　
介
護
保
険
が
来
年
度
か

ら
広
域
と
な
る
が
、
保
険
料

の
減
額
免
除
制
度
を
導
入
す

る
考
え
は
な
い
か
。
町
単
独

で
も
条
例
制
定
は
可
能
か
。

答
　
介
護
保
険
広
域
連
合
に

お
い
て
低
所
得
者
の
保
険
料

減
免
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用

料
の
減
免
を
検
討
し
、
現
在

条
例
も
含
め
て
準
備
を
進
め

て
い
る
。
本
町
で
は
介
護
保

険
財
源
が
赤
字
と
な
り
、
県

の
財
政
安
定
基
金
か
ら
借
り

入
れ
し
て
い
る
。
次
期
事
業

計
画
で
は
保
険
料
の
増
が
見

込
ま
れ
、
低
所
得
者
に
対
す

る
減
免
等
の
対
策
が
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

問
　
低
所
得
者
の
保
険
料
は
、

上
下
水
道
の
基
本
料
金
免
除

で
対
応
で
き
る
か
。

答
　
制
度
上
好
ま
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
現
在
考
え
て
い

な
い
。

問
　
①
巡
回
バ
ス
を
導
入
す

る
考
え
は
な
い
か
。
②
町
営

と
す
る
場
合
の
問
題
点
、
経

費
は
ど
の
位
か
か
る
か
。

答
　
①
以
前
実
施
し
た
行
政

事
務
連
絡
車
両
や
民
間
バ
ス

に
よ
る
施
設
へ
の
交
通
手
段

の
確
保
を
行
っ
て
き
た
が
、

利
用
者
が
少
な
く
巡
回
バ
ス

の
導
入
は
厳
し
い
。
②
道
路

運
送
法
、
既
存
バ
ス
路
線
と

の
競
合
問
題
、
陸
運
事
務
所

と
の
協
議
が
あ
る
。
車
両
の

購
入
費
が
約
一
千
三
０
０
万

円
、
維
持
経

費
が
年
間
七

五
０
万
円
で

合
計
二
千
五

０
万
円
の
費

用
が
か
か
り

財
政
負
担
と

な
る
。

問
　
社
協
事

務
所
設
置
の

こ
れ
ま
で
の

取
り
組
み
と

経
過
・
建
設

の
見
通
し
に

つ
い
て
伺
う
。

答
　
保
健
セ
ン
タ
ー
南
側
に

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事

務
所
と
併
用
の
計
画
は
、
地

権
者
の
同
意
が
得
ら
れ
ず
保

健
セ
ン
タ
ー
北
側
駐
車
場
に

計
画
。
現
在
、
平
面
図
の
素

案
作
成
を
し
て
お
り
、
防
衛

施
設
局
の
同
意
が
得
ら
れ
れ

ば
、
十
五
年
度
の
予
算
に
計

上
を
図
り
た
い
。

中村重一 議員

１
　
三
歳
未
満
児
の
医
療
費
無
料
化
に
つ
い
て

２
　
介
護
保
険
の
減
額
免
除
制
度
に
つ
い
て

３
　
公
共
施
設
巡
回
バ
ス
の
導
入
に
つ
い
て

４
　
社
会
福
祉
協
議
会
の
事
務
所
設
置
に
つ
い
て

問答

問
　
観
光
協
会
の
設
立
に
つ

い
て
の
進
捗
状
況
を
伺
う
。

答
　
西
海
岸
地
域
の
通
り
会

等
の
組
織
化
が
重
要
。
通
り

会
の
結
成
を
図
っ
て
、
観
光

協
会
に
移
行
す
る
こ
と
が
一

番
適
切
な
こ
と
だ
と
思
う
。

通
り
会
等
の
組
織
化
に
つ
い

て
、
商
工
会
と
情
報
交
換
を

し
な
が
ら
支
援
を
し
て
い
る
。

問
　
投
票
会
場
が
二
カ
所
増

え
た
が
、
会
場
で
渋
滞
し
た

と
の
声
が
あ
る
。
ど
う
認
識

し
て
い
る
か
。
改
善
す
べ
き

点
は
な
い
か
。

答
　
一
時
的
に
多
少
の
渋
滞

は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
全
体
と

し
て
は
か
な
り
緩
和
さ
れ
た

と
認
識
を
し
て
い
る
。
第
二

投
票
区
の
栄
口
区
、
桑
江
区
、

第
五
投
票
区
の
宮
城
区
、
砂

辺
区
は
、
混
雑
の
解
消
努
力

は
し
て
い
る
が
、
依
然
と
し

て
四
千
人
を
超
え
る
有
権
者

数
の
た
め
、
町
財
政
と
の
調

整
も
含
め
、
今
後
、
適
正
化

に
向
け
検
討
を
図
り
た
い
。

問
　
道
路
新
設
時
の
文
化
財

調
査
等
に
つ
い
て
、
所
管
課

の
連
携
が
十
分
で
な
い
と
の

洲鎌　長榮 議員

１　観光協会の設立について
２　町議会議員選挙、投開票作業の在り方について
３　道路行政と文化行政の調整の在り方について

保健センター北側の駐車場に社会福祉協議会事務所建設予定です。

問問

問問

問

答

答答

答

答

問問問 答 答
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問
　
謝
苅
入
り
口
の
バ
ス
停

は
、
夜
は
真
っ
暗
で
雨
の
日

は
濡
れ
な
が
ら
バ
ス
を
待
っ

て
い
る
状
態
で
す
。
よ
っ
て
、

屋
根
と
外
灯
の
設
置
が
急
務

だ
と
思
う
が
。

答
　
中
部
土
木
事
務
所
に
対

し
、
外
灯
設
置
の
要
請
を
し

た
。
県
か
ら
は
、
現
場
を
調

査
し
、
検
討
し
た
い
と
の
返

事
を
貰
っ
て
い
る
。
バ
ス
停

の
屋
根
に
つ
い
て
は
、
バ
ス

協
会
が
設
置
す
る
道
路
占
用

物
件
で
あ
り
、
バ
ス
協
会
に

電
話
を
し
て
、
要
請
を
行
っ

た
と
こ
ろ
現
場
を
調
査
す
る

と
の
返
事
を
貰
っ
て
い
る
。

問
　
県
営
桑
江
高
層
団
地
入

口
に
手
押
し
信
号
機
の
設
置

が
急
務
で
す
。
町
民
の
署
名

を
添
え
て
要
請
を
し
た
。
そ

の
後
の
対
応
を
伺
う
。

答
　
十
月
三
日
に
沖
縄
警
察
署

へ
の
説
明
と
と
も
に
、
現
場
の

調
査
を
行
っ
た
。
町
民
の
要
請

の
趣
旨
に
基
づ
き
、
沖
縄
警
察

署
長
に
対
し
、
手
押
し
信
号
機

の
設
置
を
要
請
し
た
い
。

問
　
嘉
手
納
町
、
読
谷
村
と

の
火
葬
場
建
設
協
議
は
行
わ

れ
た
か
。
北
谷
町
は
他
の
市

町
村
と
比
べ
て
、
火
葬
代
金

が
高
い
と
思
う
が
。

答
　
現
時
点
に
お
い
て
は
建

設
協
議
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

本
町
に
お
い
て
火
葬
場
が
な

い
こ
と
か
ら
負
担
増
に
な
っ

て
い
る
も
の
と
思
う
。
火
葬

場
建
設
に
つ
い
て
は
、
地
理

的
状
況
及
び
昨
今
の
財
政
状

況
を
考
え
る
と
大
変
厳
し
い
。

引
き
続
き
嘉
手
納
、
読
谷
と

の
話
し
合
い
を
進
め
て
い
き

た
い
。

問
　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸

し
付
け
事
業
の
手
続
き
と
現

在
、
何
名
の
人
が
貸
付
を
受

け
て
い
る
か
伺
う
。

答
　
市
町
村
で
受
付
を
行
い
、

県
に
進
達
し
、
審
査
の
上
貸
付

決
定
を
行
う
。
平
成
十
四
年
度

は
現
在
ま
で
に
新
規
一
件
、
継

続
四
件
、
現
在
二
件
が
申
請
中
。

問
　
母
親
が
安
心
し
て
子
供

を
産
み
育
て
ら
れ
る
環
境
を

整
備
す
る
為
に
、
乳
幼
児
医

療
費
助
成
の
拡
充
が
急
務
で

す
。
署
名
を
添
え
て
要
請
を
し

た
が
、
そ
の
後
の
対
応
を
伺
う
。

答
　
要
請
の
趣
旨
に
つ
い
て

は
理
解
を
し
、
同
事
業
の
重

要
性
を
改
め
て
認
識
を
深
め

て
い
る
。
昨
今
の
財
政
の
厳

し
い
中
で
は
、
対
象
年
齢
を

引
き
上
げ
て
い
く
に
は
か
な

り
厳
し
い
。
同
事
業
に
つ
い

て
は
、
償
還
方
法
も
含
め
、

県
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
対
処

し
て
い
き
た
い
。

仲地　泰夫 議員

１
　
県
道
二
十
四
号
線
、
謝
苅
入
口
バ
ス
停
の
屋
根
と
外
灯
の

設
置
に
つ
い
て

２
　
県
営
桑
江
高
層
団
地
入
口
前
の
手
押
し
信
号
機
の
設
置
に
つ
い
て

３
　
火
葬
場
建
設
に
つ
い
て

４
　
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
し
付
け
に
つ
い
て

５
　
乳
幼
児
医
療
費
助
成
の
六
歳
未
満
引
き
上
げ
に
つ
い
て

問答

声
が
あ
る
。
ど
う
認
識
し
て

い
る
か
。

答
　
事
業
に
着
手
し
た
後
に

行
わ
れ
る
文
化
財
調
査
は
、

事
業
の
進
捗
に
与
え
る
影
響

が
大
き
い
の
で
、
計
画
を
立

案
す
る
段
階
か
ら
、
工
事
に

支
障
が
出
な
い
よ
う
十
分
な

協
力
体
制
を
つ
く
り
、
事
業

の
円
滑
な
推
進
を
図
り
た
い
。

今
回
、
情
報
を
受
け
な
が

ら
、
そ
の
緊
急
性
、
内
容
の

検
討
等
に
対
応
で
き
な
か
っ

た
こ
と
が
連
携
不
足
の
一
因

に
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
事

態
が
二
度
と
起
き
な
い
よ
う

に
、
計
画
段
階
で
の
開
発
予

定
区
域
内
に
お
け
る
文
化
財

の
所
在
の
照
会
を
表
示
し
た

図
面
を
添
付
し
て
文
書
で
行

う
よ
う
協
力
を
求
め
て
い
る
。

謝苅バス停には上屋と照明灯が必要です

開発と文化財発掘調査は連携を密にして！

答答

答

答

問

問

問 問

答



ご意見・ご要望は�
　　　こちらへ�

議
会
傍
聴

議
会
傍
聴
へ
の
ご
案
内

の
ご
案
内�

議
会
傍
聴

議
会
傍
聴
へ
の
ご
案
内

の
ご
案
内�

ち
ゃ
た
ん
町
議
会
だ
よ
り
�N
o.30

2002年
11月

21日
発
行
�
発
行
／
北
谷
町
議
会
�

編
集
／
議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会
�

〒
904-0192　

沖
縄
県
北
谷
町
字
桑
江
226番

地
�

T
E
L.（
098）

936-3382

議
会
構
成
決
ま
る�

　
北
谷
町
議
会
は
、
町
民
の
た
め
の
、

「
開
か
れ
た
議
会
」
を
目
指
し
て
議
会

の
情
報
を
積
極
的
に
公
開
す
る
よ
う
努

め
て
お
り
ま
す
。
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よ
う
ご
案
内

申
し
上
げ
ま
す
。�

議
会
傍
聴
へ
の
ご
案
内�

ご意見・ご要望は�
　　　こちらへ�
北谷町議会事務局�
電 話：936-3382�
FAX：936-9712�
�

　
改
選
後
、
議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。�

　
今
期
の
議
会
広
報
委
員
は
新
人
議
員
四
名
が
加
わ
っ

て
編
集
に
当
た
り
ま
し
た
。
初
め
て
の
編
集
で
し
た
が
、

皆
さ
ん
一
生
懸
命
頑
張
り
ま
し
た
。�

　
私
た
ち
委
員
六
名
は
編
集
作
業
に
対
し
て
は
、
ま
だ

ま
だ
未
熟
で
す
が
「
町
民
と
議
会
の
か
け
橋
」
と
し
て

の
役
割
を
十
分
認
識
を
し
、
議
場
に
お
け
る
審
議
の
内

容
や
委
員
会
等
の
活
動
状
況
を
「
読
み
や
す
く
」
「
分

か
り
や
す
く
」
を
方
針
と

し
た
広
報
誌
を
「
ス
ピ
ー

デ
ィ
ー
に
」
皆
様
方
の
お

手
元
に
お
届
け
し
た
い
と

思
い
ま
す
。�

　
今
期
は
、
第
三
十
号
か

ら
の
発
行
で
す
町
民
の
皆

様
方
か
ら
の
ご
指
導
や
ご

意
見
・
ご
要
望
等
を
お
寄

せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に

存
じ
ま
す
。�

　
委
員
長  

大
浜
ヤ
ス
子�


